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  ７中福保第１８２０号 

 

 中央区国民健康保険運営協議会会長 様 

 

 

 

   中央区国民健康保険運営協議会規則（昭和３４年１１月中央区規則第１４号）第２

条第１号の規定により、下記について貴会の意見をお伺いいたします。 

 

    令和８年２月１９日 

 

中央区長 

山 本  泰 人 

 

 

記 

 

 

中央区国民健康保険料率の改定等について 

 

  

 

第１ 目的 

本区の国民健康保険料については、２３区の一体的水準を確保するため、統一保険

料方式によることとしており、今般、特別区長会において令和８年度特別区国民健康

保険基準保険料率が決定したこと等を受け、所要の改定を行うものである。 

 

第２ 改定内容 

１ 保険料における子ども・子育て支援納付金分の新設 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）の施行に

よる国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の改正に伴い、全てのこども・子

育て世帯を対象とする支援の拡充等に必要な費用に充てることを目的とした子ども・

子育て支援納付金が創設された。区市町村等の医療保険者が当該納付金を国へ納付す

るに当たり、被保険者から徴収する保険料に、納付に要する費用（子ども・子育て支

援納付金）を含めることとする。 
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２ 保険料率等 

（１） 基礎分 

  国保被保険者の医療費などに充てるため賦課する保険料 

ア 所得割率：世帯（国保被保険者）の旧ただし書所得に対して乗じる料率 

１００分の７．７１を１００分の７．５１に改める。 

イ 均等割額：国保被保険者に均等に賦課する金額 

一人当たり４７，３００円を４７，６００円に改める。 

    ウ 賦課割合（所得割：均等割）  

６４：３６を６５：３５に改める。 

（２） 後期高齢者支援金分 

後期高齢者の医療費に充てるため、医療保険料に上乗せして賦課する保険料 

ア 所得割率：世帯（国保被保険者）の旧ただし書所得に対して乗じる料率 

１００分の２．６９を１００分の２．８０に改める。 

  イ 均等割額：国保被保険者に均等に賦課する金額 

一人当たり１６，８００円を１７，６００円に改める。 

    ウ 賦課割合（所得割：均等割）  

６５：３５に据え置く。 

（３） 介護納付金分 

４０歳から６４歳までの国保被保険者に対して医療保険料に上乗せして賦課す

る保険料 

ア 所得割率：世帯（国保被保険者）の旧ただし書所得に対して乗じる料率 

１００分の２．２５を１００分の２．４３に改める。 

    イ 均等割額：国保被保険者に均等に賦課する金額 

一人当たり１６，６００円を１７，８００円に改める。 

    ウ 賦課割合（所得割：均等割）  

６３：３７に据え置く。 

（４） 子ども・子育て支援納付金分（新設） 

子育て支援施策に充てるため、医療保険料に上乗せして賦課する保険料 

ア 所得割率：世帯（国保被保険者）の旧ただし書所得に対して乗じる料率 

１００分の０．２７とする。 

    イ 均等割額：国保被保険者に均等に賦課する金額 

一人当たり１，８００円とする。 

    ウ １８歳以上均等割額：１８歳以上の国保被保険者に均等に賦課する金額 

      一人当たり７３円とする。 

    エ 賦課割合（所得割：均等割）  

６５：３５とする。 

     ※基礎分等と同様に各種軽減（低所得者、未就学児、産前産後）の対象とする。  
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３ 低所得者の保険料均等割額の軽減額  

（１） 基礎分 

    ア ７割軽減額 ３３，１１０円を３３，３２０円に改める。 

    イ ５割軽減額 ２３，６５０円を２３，８００円に改める。  

ウ ２割軽減額  ９，４６０円を ９，５２０円に改める。      

（２） 後期高齢者支援金分  

ア ７割軽減額 １１，７６０円を１２，３２０円に改める。 

イ ５割軽減額  ８，４００円を ８，８００円に改める。 

ウ ２割軽減額  ３，３６０円を ３，５２０円に改める。 

（３） 介護納付金分   

ア ７割軽減額 １１，６２０円を１２，４６０円に改める。 

    イ ５割軽減額  ８，３００円を ８，９００円に改める。 

    ウ ２割軽減額  ３，３２０円を ３，５６０円に改める。 

（４） 子ども・子育て支援納付金分（新設）  

ア ７割軽減額  １，２６０円とする。 

    イ ５割軽減額    ９００円とする。 

    ウ ２割軽減額    ３６０円とする。 

（５） 子ども・子育て支援納付金分（１８歳以上均等割分）（新設）   

ア ７割軽減額     ５２円とする。 

    イ ５割軽減額     ３７円とする。 

    ウ ２割軽減額     １５円とする。 

 

４ 未就学児の保険料均等割額の軽減額 

 （１） 基礎分 

    ア ５割軽減額   ２３，６５０円を２３，８００円に改める。 

    イ １．５割軽減額  ７，０９５円を ７，１４０円に改める。 

ウ ２．５割軽減額 １１，８２５円を１１，９００円に改める。 

エ ４割軽減額   １８，９２０円を１９，０４０円に改める。 

（２） 後期高齢者支援金分  

ア ５割軽減額   ８，４００円を８，８００円に改める。 

    イ １．５割軽減額 ２，５２０円を２，６４０円に改める。  

ウ ２．５割軽減額 ４，２００円を４，４００円に改める。 

エ ４割軽減額   ６，７２０円を７，０４０円に改める。  

（３） 子ども・子育て支援納付金分 （新設） 

ア ５割軽減額     ９００円とする。 

    イ １．５割軽減額   ２７０円とする。  

ウ ２．５割軽減額   ４５０円とする。 

エ ４割軽減額     ７２０円とする。  
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 ５ １８歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分均等割額の軽減 

   子どもがいる世帯の負担が増えないよう、１８歳未満被保険者については子ども・ 

子育て支援納付金分の均等割額について、その全額を軽減する。 

 なお、軽減した均等割額のうち公費負担以外の分については、１８歳以上の被保険

者に１８歳以上均等割額（上記２（４）のウ）として賦課される。 

 

６ 賦課限度額 

基礎分の賦課限度額を６６万円から６７万円に引き上げる。 

後期高齢者支援金分の賦課限度額を２６万円に据え置く。 

介護納付金分の賦課限度額を１７万円に据え置く。 

子ども・子育て支援納付金分の賦課限度額を３万円とする。 

 

 ７ 保険料均等割軽減判定所得 

国民健康保険制度の低所得者の保険料負担を軽減する措置として、均等割の５割軽 

減及び２割軽減の判定所得金額を引き上げる。 

（１）７割軽減の判定所得   

４３万円＋（給与所得者等の数―１）×１０万円以下に据え置く。 

（２）５割軽減の判定所得 

（現行） ４３万円＋（給与所得者等の数―１）×１０万円＋（３０.５万円× 

被保険者数）以下  

（改正後）４３万円＋（給与所得者等の数―１）×１０万円＋（３１万円× 

被保険者数）以下  

（３）２割軽減の判定所得 

（現行） ４３万円＋（給与所得者等の数―１）×１０万円＋（５６万円× 

被保険者数）以下 

（改正後）４３万円＋（給与所得者等の数―１）×１０万円＋（５７万円× 

被保険者数）以下 

 

第３ 根拠法規 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号） 

 

第４ 改正を要する条例 

中央区国民健康保険条例（昭和３４年１１月中央区条例第２２号） 

 

第５ 施行予定日 

   令和８年４月１日 


